
平
成
二
十
三
年
六
月
二
日
提
出

質

問

第

二

二

一

号

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
に

基
づ
く
「
玄
米
及
び
精
米
品
質
表
示
基
準
」
の
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

田

中

康

夫
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米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
に

基
づ
く
「
玄
米
及
び
精
米
品
質
表
示
基
準
」
の
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
七
月
一
日
、
米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

法
）
（
以
下
、
米
ト
レ
サ
法
）
が
完
全
施
行
さ
れ
（
令
第
二
百
六
十
号
）
、
一
般
消
費
者
に
対
す
る
産
地
情
報
の
伝
達
（
法
第

八
条
）
が
義
務
化
さ
れ
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
に
基
づ
く
「
玄
米
及
び
精
米
品
質
表
示
基
準
」
を
改
正
し
、
農
産
物
検
査
法
に
よ
る
検
査
を
受
け

て
い
な
い
玄
米
を
原
料
と
し
た
精
米
（
以
下
、
未
検
査
米
）
な
ど
も
産
地
情
報
の
伝
達
を
可
能
と
す
る
見
直
し
が
消
費
者
庁
よ

り
消
費
者
委
員
会
に
諮
問
さ
れ
て
お
り
、
本
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
同
委
員
会
食
品
表
示
部
会
に
於
い
て
、
未
検
査
米
に
対
す

る
表
示
を
﹇
�
�
県
産
（
産
地
未
検
査
）
﹈
と
す
る
改
正
案
の
答
申
を
決
め
た
。

ま
た
、
昨
年
六
月
一
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
規
制
・
制
度
改
革
に
係
る
対
処
方
針
の
中
で
、
米
の
農
産
物
検
査
法
（
「
産

年
」
や
「
品
種
」
の
表
示
）
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
米
の
産
年
・
品
種
に
つ
い
て
は
、
農
産
物
検
査
法
に
基
づ
く
検
査
証
明
書

以
外
の
方
法
に
よ
り
証
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
表
示
を
可
能
と
す
る
よ
う
、
消
費
者
な
ど
の
意
見
を
広
く
聴
き
つ
つ
、

検
討
を
行
い
、
結
論
を
得
る
。
〈
平
成
二
二
年
度
検
討
開
始
・
で
き
る
限
り
早
期
に
結
論
〉
と
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一



そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

本
改
正
は
、
米
ト
レ
サ
法
の
施
行
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
未
検
査
米
の
産
地
情
報
の
伝
達
に
於
い

て
﹇
�
�
県
産
（
米
ト
レ
サ
法
に
基
づ
く
）
﹈
な
ど
と
い
っ
た
表
示
を
せ
ず
、
﹇
�
�
県
産
（
産
地
未
検
査
）
﹈
と
、
安
易

に
農
産
物
検
査
法
に
基
づ
く
情
報
を
用
い
て
お
り
、
そ
の
こ
と
自
体
、
米
ト
レ
サ
法
が
産
地
情
報
の
伝
達
の
根
拠
と
し
て
不

十
分
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

二

義
務
規
定
で
あ
る
米
ト
レ
サ
法
の
情
報
伝
達
に
、
任
意
規
定
で
あ
る
農
産
物
検
査
法
の
検
査
証
明
書
（
以
下
、
証
明
）
の

情
報
を
用
い
る
こ
と
は
、
実
質
的
法
治
主
義
の
立
場
か
ら
鑑
み
る
に
、
米
ト
レ
サ
法
が
農
産
物
検
査
法
の
下
位
に
位
置
す
る

と
解
釈
さ
れ
、
上
位
法
優
位
の
原
則
か
ら
、
運
用
上
、
農
産
物
検
査
法
の
証
明
こ
そ
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も

の
で
は
な
い
か
。

三

一
、
二
に
於
い
て
そ
う
で
な
い
と
反
駁
す
る
な
ら
ば
、
一
般
消
費
者
に
対
し
本
改
正
が
米
ト
レ
サ
法
の
施
行
に
伴
う
産
地

表
示
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
な
い
不
作
為
の
意
図
は
何
か
そ
の
理
由
を
述
べ
よ
。

四

本
改
正
案
で
は
、
未
検
査
米
に
対
し
て
の
み
（
産
地
未
検
査
）
と
、
農
産
物
検
査
法
に
基
づ
く
情
報
を
用
い
る
こ
と
で
検

査
米
と
未
検
査
米
の
区
別
を
施
策
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
専
ら
一
般
消
費
者
の
間
に
米
ト
レ
サ
法
に
依
拠
す
る
未
検
査

二



米
の
産
地
情
報
に
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
、
も
し
く
は
検
査
米
の
そ
れ
よ
り
劣
る
と
の
心
象
を
与
え
る
も
の
と
考
え
る
。
逆
に

検
査
米
に
対
し
て
﹇
�
�
県
産
（
検
査
済
）
﹈
と
い
っ
た
表
示
を
施
策
し
な
か
っ
た
意
図
及
び
理
由
を
述
べ
よ
。

五

米
ト
レ
サ
法
で
は
産
地
情
報
の
伝
達
の
み
を
義
務
付
け
て
い
る
が
、
閣
議
決
定
の
対
処
方
針
に
あ
る
「
産
年
」
「
品
種
」

の
情
報
伝
達
を
本
改
正
か
ら
見
送
る
こ
と
は
、
米
ト
レ
サ
法
の
目
的
で
あ
る
消
費
者
の
利
益
の
増
進
（
法
第
一
条
）
に
失
す

る
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
不
作
為
の
意
図
及
び
理
由
を
述
べ
よ
。

六

五
に
於
い
て
、
今
後
検
討
す
る
な
い
し
検
討
中
と
反
駁
す
る
な
ら
ば
、
閣
議
決
定
の
対
処
方
針
に
あ
る
〈
で
き
る
限
り
早

期
に
結
論
〉
に
即
し
次
改
正
ま
で
の
行
程
表
を
示
せ
。

七

閣
議
決
定
に
は
、
農
産
物
検
査
法
に
基
づ
く
検
査
証
明
書
以
外
の
方
法
に
よ
り
と
あ
る
が
、
本
改
正
の
産
地
情
報
の
伝
達

に
於
い
て
も
、
こ
れ
に
倣
い
情
報
の
伝
達
に
農
産
物
検
査
法
の
適
用
を
除
外
す
べ
き
で
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


